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令和５年度社会福祉法人指導監査の実施状況 

 

法人名・施設名 社会福祉法人れしーぶ 

監 査 の 種 類 社会福祉法人指導監査 

監 査 実 施 日 令和５年１２月１２日及び１３日 

実地・書面の別 実地 

監 査 担 当 課 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉監査指導課 

 

総評 

・ 評議員会で決算報告書の承認を受けるに当たっては、必要な計算書類を全て添付

すること。また、理事会で承認を受けるに当たっては計算書類及び附属明細書を添

付すること。 

・ 入札・契約事務について、経理規程及び入札通知等に基づき適切に事務を行うこ

と。 

・ 社会福祉法人会計基準に基づき、適切な会計処理を行うこと。 

 

文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 理事会及び評議員会に提出した決算に係る議案につ

いて、会計省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四

様式、注記（以下「未添付計算書類」という。）及び附属

明細書が添付されていなかった。 

ついては、理事会で決算（案）の承認を受けるに当た

っては、未添付計算書類及び附属明細書についても添付

すること。 

また、未添付計算書類については、評議員会の承認も

受けること。 

おって、令和４年度決算について、改めて承認済決算

書等に未添付計算書類及び附属明細書を添付して理事

会の承認を受けた上で、同様に当該未添付計算書類を評

議員会でも承認を受けること。 

（法第 45条の 28 第３項、法第 45条の 29） 

（経理規程第 64条） 

決算に係る理事・評

議委員会の承認を得る

資料として、会計省令

第一号四様式、第二号

四様式、第三号四様式、

注記（以下「未添付計算

書類」という。）及び附

属明細書は必ず添付し

承認を受ける。 

４年度決算について

は５年度決算時に理事

の承認を受け評議員会

で承認を受ける。 

２ 拠点区分間取引により生じた内部取引高について、以

下のとおり相殺消去されていないものがあった。 

                 （単位：円） 

科目（内容） 金額 科目 金額 

事例１  

れしーぶ拠点区分 ＨＡＬＰＬＡＣＥ拠点区分 

給食費支出

（おやつ代

分） 

80,500  受 託 事 業

収入 

80,500  

うち相殺消去済分 

給食費支出 15,610  
商 品 売 上

収入 
15,610  

未相殺消去分 

拠点区分間取引によ

り生じる内部取引高

は、事業区分間資金収

支内訳表及び事業区分

間事業活動内訳表にお

いて、内部取引を計上

した科目間で適切に相

殺消去し、拠点区分間

における内部貸借取引

の残高は、事業区分間

貸借対照表内訳表にお

いて相殺消去する。 

また、ぬくもり拠点

区分において、おしぼ
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給食費支出

（おやつ代

分） 

64,890  
受 託 事 業

収入 
64,890  

事例２  

ぬくもり拠点区分 ＨＡＬＰＬＡＣＥ拠点区分 

その他の委

託費支出 

（おしぼり

タオル洗濯

代） 

99,135  受 託 事 業

収入 

603,400  

修繕費支出 

（３月分お

しぼり洗濯

代） 

7,320  

ゆず拠点区分 

その他の委

託費支出 

（おしぼり

タオル洗濯

代） 

496,945  

事例３  

れしーぶ拠点区分 ＨＡＬＰＬＡＣＥ拠点区分 

事業未払金

（３月分お

やつ代） 

7,630  事 業 未 収

金 

57,295  

ぬくもり拠点区分 

事業未払金

（３月分お

しぼり洗濯

代） 

7,320  

ゆず拠点区分 

事業未払金

（３月分お

しぼり洗濯

代） 

42,345  

ついては、拠点区分間取引により生じる内部取引高

は、事業区分資金収支内訳表及び事業区分事業活動内訳

表において、内部取引を計上した科目間で適切に相殺消

去し、拠点区分間における内部貸借取引の残高は、事業

区分貸借対照表内訳表において相殺消去すること。 

なお、ぬくもり拠点区分について、３月分おしぼり洗

濯代 7,320 円は修繕費支出に計上されていたが、その他

の委託費支出など適切な科目に計上すること。 

（会計省令第 11条）（運用上の取扱い４） 

（留意事項別添３） 

り洗濯代が修繕費支出

に計上されていたが、

その他に委託費支出な

ど適切な科目に計上す

る。 
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３  計算書類の附属明細書について、次のような不備があ

った。 

① つばさ拠点区分について、貸借対照表では拠点区

分間貸付金として 3,700,000 円と記載されている

のに対し、事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入

金）残高明細書では 700,000 円と記載されており

一致していなかった。また、こはる拠点区分につい

ても、貸借対照表では拠点区分間貸付金として

8,000,000 円と記載されているのに対し、事業区分

間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書では

11,000,000 円と記載されており一致していなかっ

た。 

② ゆず拠点区分について、退職手当給付引当金の期

末残高が貸借対照表では 9,490,840 円と記載され

ているのに対し、引当金明細書では 9,920,840 円

と記載されており一致していなかった。 

③ 退職給付積立金及び退職給付引当資産について、

以下のとおり拠点区分貸借対照表に記載された金

額と積立金・積立資産明細書に記載された金額が

一致していなかった。 

・ゆず拠点区分 

 貸借対照表 積立金・積立資産 

明細書 

退職給付積

立金 

3,720,200

円 

4,699,200 円 

退職給付引

当資産 

13,211,040

円 

4,699,200 円 

9,920,840 円 

（引当金分） 

  ・ぬくもり拠点区分 

 貸借対照表 積立金・積立資産 

明細書 

退職給付引

当資産 

2,804,100

円 

417,600 円 

4,050,000 円 

（引当金分） 

  ・れしーぶ拠点区分 

 貸借対照表 積立金・積立資産 

明細書 

退職給付積

立金 

408,825 円 764,825 円 

退職給付引

当資産 

3,683,825

円 

764,825 円 

3,275,000 円 

（引当金分） 

④ 貸借対照表では設備等整備積立金及び設備等整備

積立資産と記載されているのに対し、積立金・積立

資産明細書では施設・設備等整備積立金及び施設・

設備等整備積立資産と記載されている。また、つば

さ拠点区分について、貸借対照表では、設備等整備

積立金・積立資産が 601,008 円と記載されている

計算書類の附属明細

書についての不一致の

原因は転記ミスであ

り、今後、計算書類の附

属明細書の作成につい

て、計算書類との整合

性を図るよう改善す

る。 
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が、積立金・積立資産明細書では 12,916,116 円と

記載されており一致していなかった。 

⑤ 就労支援事業別事業活動明細書において、就労支

援事業収益が 2,127,676 円と記載されているのに

対し、ＨＡＬＰＬＡＣＥ拠点区分資金収支計算書

の就労支援事業収入及び拠点区分事業活動計算書

の就労支援事業収益では 2,112,066 円と記載され

ており、一致していなかった。 

ついては、不一致の原因を明らかにして報告するとと

もに、今後は、計算書類の附属明細書の作成について、

計算書類との整合性を図ること。 

また、計算書類に誤りがあることにより過年度修正の

必要があれば当該修正を行うこと。 

（運用上の取扱い 26） 

４ ＨＡＬＰＬＡＣＥ拠点区分のサービス区分名及びサ

ービス区分数について、経理規程では「就労継続Ｂ型」、

計算書類に対する注記では「就労支援Ｂ型」と記載され

ているが、附属明細書（拠点区分資金収支明細書及び拠

点区分事業活動明細書）では、「就労支援Ｂ型、受託事業、

商品売上事業」と３つのサービス区分に区分して記載さ

れていた。 

ついては、附属明細書の作成は、経理規程に従って作

成するとともに、計算書類との整合性を図ること。 

（会計省令第29条）（運用上の取扱い26） 

（経理規程第６条第４項） 

附属明細書の作成

は、経理規程に従って

作成し、計算書類との

整合性を図る。 

５ 指名競争入札を行った「「支援センターつばさ」短期入

所施設支援施設新築工事」及び随意契約を行った「みに

ー面会室新設工事」等の契約について、次の不備があっ

た。 

① 契約書に収入印紙の貼付が漏れているものが見受

けられた。 

② 予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額に

ついて定めるものであるため税込で予定価格を定

めるところ、予定価格を税込で定めるのか税抜で

定めるのか法人として認識していなかった結果、

予定価格以上で落札する事態となっているものが

見受けられた。 

③ 工事の完成検査が行われたか確認できなかった。 

④ 契約書に記載された受注者が発注者に提出すべき

書類（現場代理人選任通知など）の提出が確認でき

なかった。 

⑤ 契約書に記載された内訳や図面が添付されていな

いものが見受けられた。 

⑥ 契約書に、完成検査の時期や方法等経理規程で定

める必要事項が記載されていないものが見受けら

れた。また、契約書中に「丙」が存在しないにもか

かわらず「丙」の記載があり、完成検査や工事監理

を「丙」が行うこととなっていたため、契約書の内

① 契約にあたっては、

文書種類に応じた

正確な収入印紙の

貼り付けを実行す

る。 

② 今後、競争入札に付

する予定価格の設

定金額においては、

税込の価格を表記

するよう改善する。 

③ 契約書を締結する

にあたり、締結した

内容で適切な事務

（完成検査の有無、

内訳、図面添付等）

を履行する。 

④ 契約書の記載の通

りの書類（現場代理

人選任通知）の提出

を受注業者へ依頼

し改善する。 

⑤ 契約書に記載され

た内訳や図面が添
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容が実際には履行することができないものとなっ

ているものが見受けられた。 

ついては、予定価格の税込への統一、契約書への印紙

の貼付・規定すべき必要事項の記載確認、完成検査の実

施等、経理規程、入札契約通知及び締結した契約等に基

づき、適切な事務を行うこと。 

なお、①については以前も口頭指摘しているので、必

ず改善すること。 

（経理規程第 73条、第 74 条） 

（入札契約通知１（４）（５）） 

付されているか確

認したうえで契約

を行うよう改善す

る。 

⑥ 契約書の記載事項

に誤りがないこと

を両者で確認した

うえで契約するよ

う改善する。 

６ ＨＡＬＰＬＡＣＥ拠点区分貸借対照表について、原材

料の計上額が令和５年３月度棚卸表に記載された金額

と一致しておらず、金額を誤って転記していた。 

ついては、年度末決算において、資産が実在し、評価

が正しく行われていることを確認し、貸借対照表に計上

すること。 

（経理規程第 59条） 

年度末決算におい

て、資産が実在し、評価

が正しく行われている

ことを確認し、貸借対

照表に計上する。 

 


